
業務名　：　第５次真庭市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）策定支援業務

No. 質問内容 回答

1

LAPPS による温室効果ガス排出量の算定について、既に

LAPPS を運用中の場合、運用開始時に行うマスタの一括登録

等の作業は想定されないものと考える。

そのため、事務事業編の進捗管理支援業務等において、事務

局権限を付与されたアカウントを用い、入力項目の変更等を

含むLAPPS の設定、操作支援の実績がある担当者を選任する

ことで、仕様書に示す要件を満たすとの理解でよいか。

ご認識のとおりです。

2

提案書に社名は入れても構わないか。 企画提案書の表紙を除く全てのページにおいて、会社名及び

会社のロゴ等は記載しないでください。

3

「仕様書１１」に該当する部分とはどの部分か。 「仕様書2」の誤りです。

4

勉強会（２回以上）と、（７）に記載された勉強会は、別物

と考えてよいか。

勉強会（2回以上）のうち１回は（７）の内容で実施してくだ

さい。

5

仕様書第２章２業務内容（７）勉強会は、受託者から真庭市

の省エネ推進員に対して業務実施計画を伝えるものという理

解でよいか。

業務実施計画についてではなく、本業務の実施により策定す

る実行計画に関する勉強会を想定しています。

6

成果品のうち、概要版を配布するターゲットは。 市役所各部局及びその所管する施設、指定管理施設等を想定

しています。

質問に対する回答書


